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、

「
女
王
国
」

の
国
界
と
位
置

『
三
国
志
』
魏
書
東
夷
傳
倭
人
條

(
以
下

『魏
志
』
と
略
記
)
に
は
、
極
め
て
具
体
的
に
倭

・
倭
人

・
倭
国

・
倭

国
王
の
姿
が
描
か
れ

て
い
る
。
晋
の
陳
寿
が
三
世
紀
後
半
、
魚
祭

の

『魏
略
』
を
参
看
し
つ
つ
記
述
し
た
同
時
代
の
記
録
だ
け
に
、
日
本

の
古
代
史
像
を
描
き

出
す
上
に
果
す
役
割
は
ま
こ
と
に
大
き
い
。

こ
の

『
三
国
志
』
に
つ
い
て
は
膨
大
な
論
著
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
記
述
中

の

「
女
王
国
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
い
。

ま
つ
、

「女
王
国
」

の
位
置
を
論
ず
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

『魏
志
』
に
は
、

「自
郡
至
女
王
國
萬

二
千
絵

里
」

(帯
方
郡
よ
り
女

王
国
に
至
る
、

一
萬

二
千
絵
里
)
と
あ
り
、

『翰
苑

・
巻
三
十
』
に
も

「
自
帯
方
至
女
國
萬

二
千
鹸
里
」

(帯
方

よ
り
女
王
国
に
至
る
、

萬

二
千
飴
里
)
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
女
王
国
の
位
置
が
明
確
と
な
る
。
い
ま
、

『魏
志
』
に
よ
れ
ば
、
帯
方
郡
か
ら

の

一
萬
二
千
飴
里
の
里
程
は
、

「從
郡
至
倭
、
循
海
岸
水
行
、
歴
韓
國
、
乍
南
乍
東
、
到
其
北
岸
狗
邪
韓
國
七
千
飴
里
。
始
度

一
海
千
飴
里
、

至
封
馬
國
。
又
南
渡

一
海
千
鯨
里
、
至

一
大
國
。
又
渡

一
海
千
飴
里
、
至
末
盧
國
。
東
南
陸
行
五
百
里
、
到
伊
都
國
。
東
南
至
奴
國
百
里
。

東
行
至
不
彌
國
百
里
」
と
記
さ
れ
、

つ
づ
い
て

「南
至
投
馬
國
水
行

二
十
日
。
南
至
邪
馬
壼
國
、
女
王
之
所
都
、
水
行
十
日
、
陸
行

一
月
」

と
書
く
。
こ
の
里
程
は

『
翰
苑
』
で
も

「
循
海
岸
水
行
、
歴
韓
國

(乍
南
乍
東
)
、
至

(其
北
岸
)
狗
邪
韓
國
七
千
里
。
始
度

]
海
千
飴

里
、
至
封
馬
國
。

(又
)
南
度

(
一
)
海

(千
鯨
里
)
、
至

一
支
國
。
又
度

(
一
海
)
千
飴
里
、
至
末
盧
國
。
東
南

(陸
行
)
五
百
里
、

到
伊
郡
國
」
と
記
し
て
お
り
、
彼
比
よ
く

一
致
し
て
い
る
。

『後
漢
書
』
で
も

「楽
浪
郡
微
去
其
國
萬
二
千
里
、
去
其
西
北
界
狗
邪
韓
國

七
千
里
」
、

『
晴
書
』
に
も

「古
云
、
去
楽
浪
郡
境
及
帯
方
郡
並

一
萬

二
千
里
」
と
あ
る
ほ
か
、

『
梁
書
』
に
も

「去
帯
方
萬
二
千
絵
里
、

従
帯
方
至
倭
、
循
海
水
行
、
歴
韓
國
、
乍
東
乍
南
、
七
千
飴
里
。
始
度

一
海
、
海
潤
千
絵
里
、
至

一
支
國
。
又
度

一
海
千
飴
里
、
名
末
盧

3
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國
。
又
東
南
陸
行
五
百
里
、
至
伊
郡
國
。
又
東
南
行
百
里
、
至
奴
國
。
又
東
行
百
里
、
至
不
彌
國
。
又
南
水
行
二
十

日
、
至
投
馬
國
。
又

南

水
行
十
日
。
陸
行

一
月
日
、
至
邪
馬
壼
國
」
と
あ
り
、
よ
く

『
魏
志
』
の
里
程
と
共
通
す
る
こ
と
が
窺
い
う
る
。

で
は
、
各
書
が
記
す

「
帯
方
郡
よ
り
女
王
國
に
至
る
、

=
禺
二
千
飴
里
」
は
何
庭
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
、
先
き
に
掲
げ
た
里
程

を
追
い
、
帯
方
郡
よ
り
不
彌
国
に
至
る
距
離
を
求
め
る
と
、
そ
の
里
数
は

一
萬
七
百
飴
里
と
な
る
。
こ
の
数
字
は
上
記
の
各
書
に
ひ
と
し

く
掲
げ
ら
れ
て
お
り
鯖
臨
を
来
た
す
史
料
は
見
ら
れ
な
い
。
各
書
は
、

こ
の
不
彌
国
か
ら
、

つ
づ
く
国
と
し
て
投
馬
国
、
邪
馬
壼
国
を
あ

げ
る
が
、
そ
の
里
程
は
水
行
二
十
日
、
水
行
十
日
、
陸
行

一
ヶ
月
と
順
次
記
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、

一
萬
二
千
里
醗

の
位
置
は
明
記
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

一
萬
二
千
鯨
里
か
ら

一
萬
七
百
飴
里
を
差
し
ひ
く
と
、
そ
の
距
離
は
、
千
三
百
餓
里
と

い
う
こ
と
に
な
り
、

「
女
王
国
」
は
、
不
彌
国
を
距
る
こ
と
千
三
百
飴
里
の
位
置
に
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
狗
邪
韓
国
か
ら
封
馬
国
間
千
餓
里
、
封
馬
国
か

ら

一
支
国
間
千
鯨
里
、

一
支
国
か
ら
末
盧
国
間
千
飴
里
と
い
う

『魏
志
』
や

『
翰
苑
』
、

『
梁
書
』
が
記
載
す
る
距
離
観
か
ら
す
れ
ば
、

千

三
百
飴
里
は
、
左
程
遠
い
距
離
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
末
盧

・
伊
都
、
奴
、
不
彌
と
続
く
記
事
は
、
九
州
北
岸
地
帯
を
西
か
ら

東

へ
と
辿
る
型

で
記
さ
れ
て
い
る
路
程

で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
東

へ
東

へ
と
い
う
路
程
を
千
三
百
余
里
進
め
た
地
区
は
と
い
え
ば
、
関
門

海
峡
域
、
本
州
最
西
端
、
山

口
県
下
関
市
、
豊
浦
郡
域
が
措
定

で
き
る
地
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

『
魏
志
』
な
ど

の
諸
書
か
ら
す
る
か

ぎ
り
、

「
女
王
国
」
境
は
本
州
最
西
端
、
山
口
県
下
関
市

・
豊
浦
郡
域

(九
州
北
東
端
、
北
九
州
市
企
救
半
島
域
を
も
含
む
か
)
に
求
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は

「
女
王
国
」
と

「投
馬
国
」

・

「
邪
馬
壼
国
」
の
関
係
で
あ
る
。
興
味
ぶ
か
い
こ
と

に
、
投
馬
国
、
邪
馬
壼

国

は

『
魏
志
』

に

一
度
登
場
す
る
だ
け
の
国
名
で
あ
る
の
に
対
し
、
女
王
国
の
国
名
は
六
度
も
登
場
す
る
。
邪
馬
壼
国
が

『魏
志
』
に

「
南
至
投
馬
國
、
水
行

二
十
日
。
南
至
邪
馬
壼
國
、
女
王
之
所
都
、
水
行
十
日
、
陸
行

一
月
」
の
記
事
を
介
在
さ

せ
る
と
、
女
王
国
は
女

4
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王

の
直
接
統
治
す
る
領
域
を
指
す

「国
」
で
あ
り
、
そ
の
女
王
国
の
中
に

「女
王
の
都
す
る
」
国
、
邪
馬
壼
国
が
含
ま
れ
る
こ
と
、
投
馬

国
も
含
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
邪
馬
壼
国
に
都
す

る
女
王
が
政
治
的
に
直

接
統
轄
す
る
諸
々
の
国
を
総
称
し
て

「女
王
国
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
よ
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
山
口
県
下
関
市
、
曲豆
浦
郡
域
こ
そ
、

ま
さ
に

「女
王
国
」

へ
の
玄
関
口
、
女
王
国
西
境
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

一
萬
二
千
飴
璽
中
の
、
千
三
百
早

が
不
彌
国
か
ら
女
王
国
境

い
ま
で
の
距
離
と
な
り
、
福
岡
市
に
東
接
す
る
不
彌
国
か
ら
下
関
市
の
女
王
国
境
ま
で
の
こ
の
距
離
に
三
十
日

間

(或
い
は
水
行

二
十
日
、
水
行
十
日
、
陸
行

一
月
)
も
の
水
行
日
程
を
要
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
帯
方
郡
か
ら
女
王
国
西
端

-

山
口
県
下
関
市
域
1
ま
で
を
距
離
里
程

で
表
現
し
、
女
王
国
内
の
距
離
は
水
行

・
陸
行
日
程
で
表
現
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
と
考
え

ら

れ
る
の
で
あ
る
。
里
程
、
日
程
表
現
の
変
換
が
女
王
国
境
で
始
ま
る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
作
業
す
る
と
、
女
王
国
西
境
か
ら
水
行
二
十
日
と
入
り
こ
ん
だ
地
に
投
馬
国
、
さ
ら
に
水
行
卜
日
、
陸
行

一
ヶ
月
入
り
こ

ん
だ
地
に
邪
馬
壼
国
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

『
魏
志
』
に
は
、

「
東
南
至
奴
國
百
里
、
東
行
至
不
彌
國
百
里
。
南
至
投
馬
國
水
行
二
卜
日
。
南
至
邪
馬
壼
國
、
女
E
之
所
都
、
水
行

十
日
、
陸
行

一
月
」
と
あ
り
、
投
馬
国
、
邪
馬
壼
国
は
南
行
す
る
こ
と
で
至
る
国
と
夫
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
墨
程
表
現
を
も

っ
て
す
れ

ば

邪
馬
壼
国
の
位
置
は
下
関
附
近
か
ら
南
折
し
、
ひ
た
す
ら
九
州
東
海
岸
を
南
ド
す
る
、
そ
う
し
た
航
路
中
に
位
置
す
る
国
名
と
見
な
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
に

『
魏
志
』
で
も

『
梁
書
』
で
も

「南
」
と
明
確

に
方
向
を
指
示
し
て
い
る
だ
け
に

「南
」

の
方
向
は
信
じ
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
。

『魏
志
』
に
は
、

「計
其
道
里
、
當
在
會
稽
東
冶
之
東
」

(
そ
の
道
早
を
計
る
に
、
ま
さ
に
會
稽
東
冶

の
東
に
あ
り
)
と

述

べ
、

『
後
漢
書
』

で
も

「其
地
大
較
在
會
稽
東
冶
之
東
、
與
朱
崖

・
憺
耳
相
近
、
故
其
法
俗
多
同
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
換
言
す
れ
ば

倭

国
内
の
女
王
国
は
揚
子
江
南
部
の
会
稽
か
ら
福
建
省
の
東
冶

の
東
方
に
展
開
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
會
稽

・
東
冶

5
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の
東
に
あ
る
国
は
、

『
後
漢
書
』

に
よ
れ
ば

「倭
在
韓
東
南
大
海
中
、
其
大
倭
王
居
邪
馬
壼
國
。
楽
浪
郡
傲
去
其
國
萬
、
一千
璽
、
去
其
西

北
界
狗
邪
韓
國
七
千
飴
里
、
其
地
大
較
在
會
稽
東
冶
之
東
、
與
朱
崖

・
憺
耳
相
近
…
」
と
あ
り
、
そ
の
文
意
を
汲
め
ば

「
倭
」
、
も
し
く

は
大
倭
王
の
居
す
る

「邪
馬
壼
国
」
を
指
す
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「其
」
字
を
拾

へ
ば
恐
ら
く

「倭
」
が
導
き
出
さ
れ
る
。

『
晋
書
』

で
も

「
倭
人
在
帯
方
東
南
大
海
中
…
今
倭
人
好
沈
没
取
魚
…
計
其
道
里
、
當
會
稽
東
冶
之
東
」
と
あ
り
、

「倭
人
」
、

「
倭
国
」
を
指
す

形

と
な

っ
て
い
る
。
倭
人
が
構
成
す
る
国
ー
倭
国
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
そ
の
大
倭
王
の
屠
る
都
は
邪
馬
壷
国
で
あ
る
と

『
後
漢
書
』

は
記
す
だ
け
に
、
邪
馬
壼
国
は
会
稽
東
冶
の
東
に
位
貴
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
漢
代
、
三
国
時
代
、
倭
国
な
り
、

そ

の
王
都
邪
馬
壼
国
が
九
州
東
海
岸
を
遙
か
、
水
行
三
十
日
南
ド
す
る
地
に
存
在
す
る
と
い
っ
た
観
念
が
息
づ
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い

な

い
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
い
ま

一
つ
の
視
点
と
な
る
史
料
が
あ
る
。

『晴
書
』

で
あ
る
。

『随
書
』

に
は

「都
於
邪
靡
堆
、

則
魏
志
所
謂
邪
馬
壼
者
也
。
占
云
、
去
楽
浪
郡
境
及
帯
方
郡
並

一
萬

.一千
里
、
在
會
稽
之
東
、
與
憺
耳
相
近
…
。
上
遣
文
林
郎
斐
清
使
於

倭
國
、
度
百
濟
、
行
至
竹
島
、
南
望
射
羅
國
、
経
都
斯
麻
國
、
迫
在
大
海
中
、
又
東
至

一
支
國
、
又
至
竹
斯
國
、

又
東
秦
王
國
、
其
人
同

於
華
夏
、
以
為
夷
州
、
疑
不
能
明
也
、
又
経
十
絵
國
達
海
岸
、
自
竹
斯
國
以
東
、
皆
附
庸
於
倭
」
と
見
え
る
。

『
晴
書
』

の
主
体
、
晴
が

交
流
す
る
倭
国
王
都
邪
靡

(摩
)
堆
は
、
晴
蝪
帝
の
使
節
斐
清
を
迎
え
た
推
古
朝
の
王
都
、
大
和
の
モ
都
を
指
す

こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

こ
の

『晴
書
』
が
斐
清
遣
使
の
際
、
確
認
し
た
百
済
-
竹
島
-
都
斯
麻

(判
島
)
国
-

一
支
国
を

へ
て
竹
斯

(筑
紫
)
国
に
至
り
、
ま
た

東

し
て
秦
王
国
に
至
る
ル
ー
ト
は
晴
使
斐
清
の
赴
く
べ
き
邪
靡
堆

(邪
馬
壼
国
)
が
筑
紫
か
ら
東
行
す
る
こ
と
で
至
る
地
で
あ
る
こ
と
を

暗
示
し
て
い
る
。
文
中

「
竹
斯
國

(筑
紫
国
)
よ
り
以
東
、
皆
倭
に
附
属
す
」
と
あ
る
の
も
邪
馬
壷
国
を
王
都
と
す
る
倭
が
、
政
治
的
に

筑
紫
以
東
を
附
庸
す
る
形
で
存
在
す
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
魏
志
』
と

『
晴
書
』
を
対
比
す
る
こ
と
で

「南
行
邪
馬
壼

国
観
」
が

「東
行
邪
靡
堆
国
観
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
魏
志
』
で
は
會
稽
東
冶
の
東
に
あ
る
と
確
信
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さ
れ
て
い
た
倭
国
、
倭
国
王
都
邪
馬
壼
国
の
位
置

・
方
位
が
晴
使
斐
清
の
派
遣
で
訂
さ
れ
、

「東
行
邪
靡
堆
国
」
が
改
め
て
確
認
さ
れ
、

こ
う
し
た

『
晴
書
』

の
記
事
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

『
魏
志
』

の
説
く
邪
馬
壼
国
は
、
三
世
紀
代
よ
り
七
世
紀
代
ま

で

「
王
都
」
と
し
て
生
き
、
斐
清
を
迎
え
、
終
始

一
貫
、

「
王
都
大
和
の
地
」
と
し
て
息
づ
き
続
け
て
い
る
訳
で
あ
る
。
推
古
女
帝
、
聖
徳

太

子
と
往
来
し
た
斐
清
の
所
見
、
見
聞
だ
け
に
ゆ
る
が
ぬ
磐
石
の
重
み
を
も

つ
記
事
と
い
え
る
。

帯
方
郡
か
ら
女
王
国
西
端
ま
で
は
詳
細
な
里
程
で
表
現
さ
れ
る
の
に
対
し
、
女
王
国
境
か
ら
邪
馬
壼
国
ま
で
、
途
中
に
投
馬
国
を
介
し

て
水
行
三
十
日
と
い
う
日
程
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。

『
延
喜
式
』
主
計
に
は
、
河
内
i
筑
紫
国
内
は
上
り
水
行
二
七
日
、
下
り

一
四
日

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
以

っ
て
す
れ
ば
倭
国
王
都
邪
馬
壼
国
か
ら
女
王
国
西
端
ま
で
の
日
程
表
現
の

「
三
十
日
」
は
ま
こ
と

に
適
切
な
日
程
表
現
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
、
女
王
国
西
端
、
下
関

・
豊
浦
か
ら
東
行
-
水
行

一
月
の
地
に
倭

国
王
都

(邪
馬
壼
国
)

1

大
和
国
が
存
在
す
る
こ
と
が
よ
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

7
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二
、
女
王
国

の
領
域
と
周
辺
の
諸

国

『
魏
志
』
に
は

「参
問
倭
地
、
絶
在
海
中
洲
島
之
上
、
或
絶
或
連
、
周
旋
可
五
千
絵
里
」
と
い
う

一
文
が
あ
る
。

或
は
絶
え
、
或
い
は

連

な
り
、
周
旋
し
た
ず
ね
れ
ば
五
千
飴
里
に
及
ぶ
と
い
う
表
現
は
、
瀬
戸
内
海
の
島

々
が
、
時
に
絶
え
、
時
に
は
連

な
る
形
で
航
路
を
彩

る
、

そ
う
し
た
風
景
を
巧
み
に
記
し
て
い
る
も
の
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
狗
邪
韓
国
か
ら
封
馬

・
一
支

・
末
盧

に
至
る
距
離
、
各
千

饒
里

の
道
程
の
距
離
を
も

っ
て
宛

て
れ
ば
こ
の
五
千
鯨
里
は
ま
さ
に
女
王
国
西
端
-
西
の
門
戸
、
関
門
の
地
か
ら
邪
馬
壼
国
に
至
る
航
路

の
描

写
で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
大
き
い
。
も
し
こ
う
し
た
記
事
の
理
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
帯
方
郡
か
ら
倭
国
王
都
-
邪
馬
壼
国
ま
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で
の
距
離
は
さ
き
の

一
萬

二
千
饒
里
に
五
千
飴
里
を
加
え
た

一
萬
七
千
飴
里
の
数
字
を
あ
て
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

『
魏
志
』
に
會
稽
東
冶

の
東
に
あ
り
と
さ
れ
た
邪
馬
壼
国
の
位
置
は
、
こ
の

]
萬
七
千
鯨
里
で
丁
度
会
稽
の
東
に
適

切
な
場
を
得
る
こ
と

に
な
り
、
更
に
本
州
北
端
、
北
海
道
の
地
を
南
転
さ
せ
れ
ば

「
東
冶
」
の
地
に
同
様
、
適
切
な
位
置
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

女

王
国
の
西
端
が
知
ら
れ
る
と
、
そ
の
領
域
が
問
わ
れ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は

『魏
志
』

の
次
の

一
文
で
あ
る
。
「女
王
國
東

渡
千
飴
里
、復
有
國
、皆
倭
種
。
又
有
休
儒
國
、
在
其
南
、
人
長
三
四
尺
、去
女
王
四
千
飴
里
。
又
有
裸
國
、黒
歯
國
、
復
在
其
東
南
、船
行

一
年

可
至
」
の
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。
女
王
国
の
東
、
海
を
渡
る
こ
と

一
千
飴
墨
の
地
、
皆
倭
種
の
人
々
の
住
ま
う
国
と

い
え
ば
、
「東
行
邪

馬
壼
国
説
」
に
た
て
ば
、
東
渡
海
千
飴
里
の
島
国
は
、
隠
岐
、
ま
た
は
佐
渡
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
隠
岐
は
日
本
海
航
路

で
は
極
め
て
重
要
な

島

で
あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ

「皆
倭
種
」
と
記
さ
れ
る
に
は
抵
抗
感

の
も
た
れ
る
近
さ
に
あ
る
。
む
し
ろ

「越
」
の
彼
方
、
佐
渡
の
方
が
こ

の
語
感
に
相
応
し
い
。
倭
人
と
相
似
て
い
つ
こ
か
や
や
異
る
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
、
そ
う
し
た
人
々
を
倭
種
と
呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
女
王
国

を
去
る
こ
と
四
千
飴
里
の
位
置
に
あ
る
の
は
株
儒
国
、
佐
渡
の
北
方

へ
四
千
早
の
里
程
を
と
れ
ば
場
所
は
北
海
道
南
部
と
な
り
、
こ
の
地

に
條
儒
国
の
存
在
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
休
儒
国
の
人
々
は
身
長
三
、
四
尺
と
記
さ
れ
る
が
、
想
起
さ
れ
る
の
は
坪
井
正
五

郎
博
t
や
鳥
居
龍
蔵
博
t
が
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
た

コ
ロ
ボ
ッ
ク
ル
目
「蕗

の
葉
の
下
の
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
嘗

っ
て
北
海
道
に

居
住
し
た
と
伝
承
さ
れ
る
コ
ロ
ボ
ッ
ク
ル
の
話
題
が
、
占
く
三
世
紀
代
、
魏
王
朝
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
大
ぎ
い
。
こ
う
し
た

條
儒

の
伝
承
が
魏
朝
に
ま

で
周
知
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
倭
国
か
ら
の
情
報
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

つ
づ
く
裸
国
、
黒
歯
国

に
つ
い
て
は
、
「復
在
其
東
南
、
船
行

一
年
可
至
」
と
あ
り
、
條
儒
国
の
東
南
、
船
旅
で

」
年
で
到
る
と
の
内
容
は
、
「東
行
邪
馬
壼
国
説
」

に
た

て
ば
西
北
、
船
旅

一
年
の
地
と
な
り
、
樺
太
な
り
シ
ベ
リ
ア

へ
と
視
座
を
拡
げ
て
考
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

関
門
海
峡
を
介
し
て
南

(東
)
に

「
女
王
国
」
が
展
開
す
る
と
す
れ
ば
、
九
州
北
部
に
連
な
る
封
馬

・
一
支
、
末
盧
、
伊
都
、
奴
、
不
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彌
国
は
如
何
に
評
価
す
れ
ば
よ
い
か
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

『
魏
志
』
に
は

「
自
女
王
國
以
北
、
特
置

一
大
率
、
検
察
諸
國
、
諸
國
畏

揮
、
常
治
伊
都
國
」
の
注
目
す
べ
き

一
句
が
あ
り
、
九
州
北
部
諸
国
が
倭
国
の

「
大
率
」
に
率
い
ら
れ
、
そ
の
検
察
下
に
あ
る
こ
と
を
雄

弁
に
物
語

っ
て
い
る
。
こ
の
大
率
が
設
置
さ
れ
て
い
る
伊
都
国
は
、
同
じ

『魏
志
』
中
に

「
到
伊
都
國
、
官
日
爾
支
、
副
日
泄
護
触
、
柄

渠
触
、
有
千
餓
戸
、
世
有
王
、
皆
統
属
女
王
國
、
都
使
往
來
常
所
駐
」
の
言
葉

に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
女
王
国
に
統
属
す
る
王
の
も
と

に
あ
る
国
で
あ
り
、
そ
の
故
も
あ

っ
て
大
率
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
倭
国
は
、
女
王
自
か
ら
直
接

統
治

す
る

「女
王
国
-
本
州

・
四
国
」
と
、
倭
国
女
王
が
設
置
し
た
女
王
の
間
接
統
治
地
域

「大
率
」
下
に
あ
る
諸

国
が
峻
別
さ
れ
て
い

る

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
女
王
国
」
と

「大
率
」
、
こ
の
二
者
は
倭
国
の
構
造
を
窺
う
上
の
重
要
な
視
点
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次

に
問
題
と
な
る
の
は
、
狗
邪
韓
国
よ
り
封
馬

・
一
支
を
経
て
邪
馬
壼
国
に
至
る
路
程

・
日
程
記
事
に
つ
づ
い
て
記
さ
れ
た
、

「自
女

王
國
以
北
、
其
戸
数
道
里
可
略
載
、
其
鹸
労
國
遠
絶
不
可
得
詳
。
次
有
斯
馬
國
、
次
有
己
百
支
國
、
次
有
伊
邪
國
、
次
有
郡
支
國
、
次
有

彌
奴
國
、
次
有
好
古
都
國
、
次
有
不
呼
國
、
次
有
姐
奴
國
、
次
有
封
蘇
國
、
次
有
蘇
奴
國
、
次
有
呼
邑
國
、
次
有
華
奴
蘇
奴
國
、
次
有
鬼

國
、
次
有
為
吾
國
、
次
有
鬼
奴
國
、
次
有
邪
馬
國
、
次
有
躬
臣
國
、
次
有
巴
利
國
、
次
有
支
惟
國
、
次
有
烏
奴
國
、
次
有
奴
國
、
此
女
王

境
界
所
蓋
。
」
の
記
事
で
あ
る
。

こ
の

「
自
女
王
国
以
北
」

の
言
葉
は

『魏
志
』
中
に
い
ま

一
箇
所
見
え
る
。
先
述

の

「
自
女
王
国
以
北
、

特
置

一
大
率
、
検
察
諸
國
、
諸
國
畏
僅
之
、
常
治
伊
都
國
」
と
あ
る
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。
倭
国
が

「
大
率
」
を
設
置
し
て
い
る
伊
都
国

が

「自
女
王
国
以
北
」
に
あ
る
こ
と
が
こ
の
記
事

で
明
白
だ
け
に
、

「自
女
王
國
以
北
、
其
戸
数
道
里
可
略
載
、
其
絵
労
國
遠
絶
不
可
得

詳
」

の

一
文
は
、
九
州
北
部
の
封
馬

・
一
支

・
末
盧

・
伊
都

・
奴

・
不
彌
国
な
ど
戸
数
道
里
里
数
を
掲
げ
た
諸
国
以
外
、
遠
絶
の
地
の
故

に
道

里

・
戸
数
を
示
し
え
な
い
労
国
の
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
労
国
に

「
大
率
」
の
検
察
が
及
ぶ
か
否
か
が
問
わ

れ

る
が
、
労
国
の
範
囲
が
不
明
だ
け
に
そ
の
実
態
は
説
明
し
え
な
い
。

9
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『魏
志
』
は
、
こ
の
労
国
の
記
事
に
つ
づ
い
て

「
次
有
斯
馬
國
…
次
有
奴
國
、
此
女
王
境
界
所
蓋
」

の
句
を
置
い
て
い
る
。
次
有
、
次

有

と
連
な
る
国
々
は
戸
数

・
道
里

・
官

・
国
勢
記
事
を
欠
く
だ
け
に

「其
飴

・
遠
絶
の
労
国
」
に
該
当
す
る
か
に
想
え
る
。
と
こ
ろ
が
国
々

を
連

ね
た
末

「
此
女
王
境
界
所
墨
」

の
句
が
あ
る
。
女
王
境
界
が

「女
王
国
」
境
界
な
ら
ば
関
門
海
峡
に
接
す
る
下
関

・
豊
浦
地
域
に
接

す
る
本
州
内
の
諸
国
と
な
り
、
こ
の
地
域
の
国
々
を

「
其
鹸

・
遠
絶
の
労
国
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
躊
躇
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
む
し
ろ
、
倭

国
女
王
卑
弥
呼

・
壼
与
の
統
治
権
の
及
ぶ
地
、

「
大
率
」
の
統
治
す
る
地
の
外
域
に
な
お
女
王
下
に
あ
る
、
女
王
に
統
属
す
る
諸
国
が
存

在

し
、
女
王
境
界
を

つ
く

っ
て
い
る
と
考
え
る
方
が
自
然
か
も
知
れ
な
い
。

『魏
志
』
が

「
此
女
王
境
界
所
書
」
と
あ
り

「
此
女
王
国
境

界
所
書
」
と
記
さ
な
い
理
由
も
こ
う
し
た
理
解
な
ら
ば
十
分
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

い
ま
別
個
の
考
え
方
も
想
定
さ
れ
る
。

「
自
女
王
國
以
北
、
其
戸
数
道
里
可
略
載
、
其
蝕
労
國
遠
絶
不
可
得
詳
」
の
句
と
、

次

の

「次
有
斯
馬
國
、
次
有
己
百
支
國
、
次
有
…
」

の
句
を
区
別
、
無
関
係
と
し
、
前
記
事
は
女
王
国
以
北
の
註
と
も
い
う
べ
き
記
事
、

後
記
事
は
女
王
国
の
南
方
の
諸
国
の
記
事
、
女
王
権
勢
の
及
ぶ
境
界
近
く
の
諸
国
の
記
事
と
見
倣
す
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
末
盧

・

伊
都

・
奴

・
不
彌

・
投
馬

・
邪
馬
壼
国
と
い
う
記
述
は
、
そ
の
ま
ま

『
魏
志
』
の
表
現
に
よ
れ
ば
南

へ
南

へ
と
記
述
す
る
形
を
と
る
だ
け

に
、

こ
れ
ら
二

一
国
は
邪
馬
壼
国
の
よ
り
南
に
あ
る
国
と
い
う
考
え
方
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

「東
行
邪
馬
壼
国
」
説
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の
こ

一
国
は
本
州
北
部
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
九
州
南
部
に
求
め
る
見
解
と
正
反
対
の
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目

さ

れ
る
の
は

「
自
女
王
國
以
北
、
特
置

]
大
率
」

の
句
で
あ
る
。
こ
の
句
で
は
特
に

一
大
率
を
置
く
の
意
は
、

「大
率
」
の

一
を
置
く
の

意
、
他
地
域
に
も
大
率
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
句
で
あ
る
。
も
し
、
い
ま
九
州
の
大
率
以
外
、
他
地
に
諸
国
を
検
察
す
る
大

率
を
置
く
と
す
れ
ば
、
女
王
国
の
中
で
も
邪
馬
壼
国
よ
り
遠
く
離
れ
た
東
北
地
域
が
適
切
な
地
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
地
域
に

「次
有
斯
馬

國
」

に
始
ま
る
二

一
国
が
あ
り
、
こ
の
二
一
国
の
最
端
が

「
此
女
王
境
界
所
蓋
」
で
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
あ
る
。
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二

一
国
を
本
州
東
北
に
求
め
る
か
、
九
州
に
求
め
る
か
は
直
接
こ
れ
を
是
非
す
る
証
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
二

一
国
名
に
つ
づ

き

「
此
女
王
境
界
所
書
」

の
句
が
接
続
し

「其
南
有
狗
奴
國
、
男
子
為
王
、
其
官
有
狗
古
智
卑
狗
、
不
属
女
王
」

の
句
に
至
る
道
程
を
見

る
と
、
狗
奴
国
が
女
王
境
界
に
外
接
し
、
王
を
も

つ
国
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
狗
奴
国
は

『
魏
志
』
で
は
、

「
倭
女
王
卑
彌
呼
、
狗
奴
國

男

王
卑
彌
弓
呼
素
不
和
、
遣
倭
載
斯
烏
越
等
詣
郡
、
説
相
攻
撃
状
、
遣
塞
曹
橡
史
張
政
等
…
為
激
告
喩
之
」
と
あ
り
、
女
王
の
権
勢
に
属

さ
ず
、
時
に
は
相
互
に
交
戦
す
る
国
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
倭
国
が
戦
況
を
魏
王
朝
に
報
じ
、
魏
モ
朝
が
張
政
を
送
り
激
を
出
し
告

喩

す
る
と
い
う
事
態
は
、
本
州
東
北
地
方
に
狗
奴
国
を
推
定
す
る
よ
り
も
、
魏
朝
や
帯
方
郡
が
強
く
関
心
を
も
つ
九
州
の
南
部
に

「
狗
奴

国
」
を
想
定
す
る
方
が
事
態
は
理
解
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
直
接
、

二

一
国
や
狗
奴
国
の
位
置
を
確
定
す
る
史
料
は
見
ら
れ
な
い
だ
け
に
、

倭

・
狗
奴
国
間
の
交
戦
、
魏
朝
の
張
政
派
遣
と
い
っ
た
情
況
か
ら
九
州
南
部
説
を
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

『
魏
志
』
を
中
心
に
検
討
す
る
と
、
倭
国
の
構
造
が
朧
げ
な
が
ら
浮
ん
で
く
る
。
日
本
列
島
の
中
央
に
倭
国
王
の
統
治
す

る

「倭
国
」
が
あ
り
、
九
州
南
部
に
倭
国
王
に
統
属
せ
ず
抗
戦
す
る

「狗
奴
国
」
、
北
海
道
に
も
倭
国
王
に
統
属
し
な
い

「
條
儒
国
」
が

存
在
す
る
こ
と
が
窺
え
る
。
中
心
と
な
る

「
倭
国
」
は
倭
国
女
王
が
直
轄
統
治
す
る
領
域
-
関
門
海
峡
か
ら
恐
ら
く
東
北
地
方
南
部
に
至

る
広
汎
な
地
域
1
を

「女
王
国
」
と
よ
び
、
遠
距
離
に
あ
る
九
州
南
部
や
東
北
地
方
と
、
ま
つ
区
別
す
る
。
遠
隔

の
国
々
も
も
と
よ
り
女

王

に
統
属
す
る
が
、
九
州
北
部
諸
国
に
は
、
そ
の
統
治
上
、
ま
た
対
魏
外
交
、
対
韓
外
交
上
の
必
要
も
あ

っ
て

「
大
率
」
を
設
置
、
九
州

北
部
を
強
く
検
察
さ
せ
る
地
域
と
し
、
東
北
地
方
に
も
同
様

「大
率
」
を
設
置
、
東
北
地
方
北
部
を
検
察
さ
せ
る
地
域
と
し
て
い
る
構
造

が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
倭
国
女
王
の
権
勢

の
及
ぶ
範
囲
は

「女
王
境
界
」

・

「倭
国
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
王
都

は
倭
国
中
枢
-
女
王

国
内
の

「邪
馬
壼
国
」
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
王
国
内
に
は
邪
馬
壼
国

・
投
馬
国
を
は
じ
め
数

々
の
国
が
行
政
機
構
と
し
て
設

置

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
個
々
の
国
名
は

『魏
志
』

に
記
載
な
く
、
大
率
下
の
国
々
、
大
率
の
外
方
に
あ
る
倭
国
下
の
諸
国
名
が
比
較
的

11
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詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
概
観
す
る
と
、
大
和
を
王
都
と
し
、
九
州
に
太
宰
府

.
東
北
に
多
賀

城
、
秋
田
城
を
設
置
、
熊
襲
、
隼
人
、
蝦
夷
と
抗
争
す
る
奈
良

・
平
安
朝
の
日
本
列
島
と
共
通
す
る
国
制
、
政
治
機
構
が
指
摘
さ
れ
る
こ

と

に
な
る
の
で
あ
る
。

三
、

女
王
国

の
国
制
と
官
制
と

こ
の
よ
う
に
、
倭
国
の
構
造
を
理
解
す
る
と
、
次
に
問
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
行
政
機
構
で
あ
る
。

『
魏
志
』
に
は
、

「
倭
人
在
帯
方
東

南
大
海
之
中
、
依
山
島
為
國
邑
。
奮
百
絵
國
、
漢
時
有
朝
見
者
、
今
使
課
所
通
一.一十
國
」
と
見
え
、

『
後
漢
書
』

に
も

「倭
在
韓
東
南
大

海
中
、
依
山
島
爲
居
、
凡
百
飴
國
。
自
武
帝
滅
朝
鮮
、
使
詳
通
於
漢
者
三
卜
許
國
」
、

『
前
漢
書
』
に
は

「樂
浪
海
中
有
倭
人
、
分
爲
百

飴
國
、
以
歳
時
來
献
見
云
」
と
見
え
る
が

『
晋
書
』
で
は

「倭
人
在
帯
方
東
南
大
海
中
…
酋
有
百
飴
小
國
相
接
。

至
魏
時
、
有
三
長
國
通

好
」
と
い
う
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
倭
国
が
百
飴
国
に
分
か
れ
、
そ
の
百
余
の
小
国
が
相
い
接
し
て
在
る
状
況

が
読
み
と
れ
る
他
、
漢

の
武
帝
が
元
封
三

(前

、
〇
八
)
年
、
朝
鮮
衛
右
渠
を
殺
し
、
楽
浪

・
臨
屯

・
元
菟

・
眞
番
郡
を
設
置
し
て
以
来
、
倭
国
内
百
飴
国
中
の

三
f
国
が
漢

・
魏
王
朝
に
歳
時
、
使
繹
通
好
し
て
い
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
倭
国
王
が
百
飴
国
中

の
諸
国
を
え
ら
ん
で
倭

国
使
節
団
を
編
成
、
漢

・
魏
王
朝
に
派
遣
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
景
初
三
年

の
遣
使
団
は
大
夫
難
升
米
、
次
使
都

市
牛
利
と
代
表

二
名

の
名
し
か
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
正
始
四
年
の
遣
使
団
は
大
夫
伊
聲
替
、
腋
邪
狗
な
ど
八
人
、
壷
與
の
遣
使
団
は
大
夫
腋
邪
狗
な
ど
こ

ト
人
と
あ
り
、

こ
れ
ら
の
遣
使
の
選
出
が
国
内
の
十
国
か
ら
一
、十
国
、
時
に
は
三
セ
国
に
も
及
ぶ
場
合
が
あ
り
、

こ
の
数
が
漢
魏
王
朝

の

使
繹
通
好
の
国
と
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
景
初
三
年
使
節
団
の
場
合
は
、
倭
国
女
王
に

「
親
魏
倭
王
」
の
金
印
紫
綬
、
大
夫
難
升
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「女 王国」論(一)13

米

に
銀
印
青
綬

「率
善
中
郎
将
」
、
次
使
郡
市
牛
利
に
銀
印
青
綬

「率
善
校
尉
」
を
授
け
、
正
始
四
年
遣
使
団
の
場
合
は
扱
邪
狗
等
に

「
率
善
中
郎
将
」
の
印
綬
が
授
け
ら
れ
て
い
る
。
倭
国
王
下
の
使
節
団
が
魏
王
朝
の
官
職
印
を
授
か
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
使
節

の

各
使
が
そ
の
属
す
る
倭
国
内

の
国
名
を
事
前
に
報
告
し
て
い
る
可
能
性
が

つ
よ
く
、
結
果
、
度
び
重
な
る
遣
使

で
遣
繹
通
好
の
国
三
十
国

が
記
録
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
三
十
国
の

「
国
王
印
綬
」
は
本
来
、
倭
国
王
が
授
け
る
べ
き
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
避
け

各
使
節

一
人

論
人
に
官
職
印
を
授
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が

『
後
漢
書
』
に
は

「建
武
中
元
二
年
、
倭
奴
國
奉
貢
朝
賀
、
使

人
自
構
大
夫
、
…
光
武
賜
以
印
綬
」

の

一
句
が
あ
る
。
こ
の
朝
貢
時
に
下
賜
さ
れ
た
印
綬
が
、
福
岡
市
志
賀
島
発
見

「漢
倭
奴
国
王
」
金

印

で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
漢
王
朝
は
こ
の
使
節
の
取
扱
い
に
苦
慮
し
た
よ
う
で

「使
人
自
構
太
夫
」
の
言
葉
が
そ
の
間
の
雰
囲
気
を
よ
く

伝

え
る
。
倭
国
王
の
遣
使
代
表
は

「
大
夫
」
の
称
を
帯
び
る
と
い
う
慣
行
が
倭

・
漢

・
両
朝
間
に
周
知
さ
れ
て
い
た
だ
け
に
、
倭
国
内

の

奴

国
王
の
遣
使
が

「
大
夫
」
の
称
を
自
称
す
る
こ
と
に
漢
朝
で
は
、
そ
の
取
扱
い
に
苦
慮
、

「漢
倭
奴
国
王
」
金
印
を
授
け
て
い
る
の
で

あ

る
。
時
の
使
節
も

「
官
職
」
銀
印
を
与
え
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
。
倭
国
の
門
戸
、
奴
国
の
奴
国
下
の
遣
使
は
極
め
て
重
要
な
使
節

で
は

あ

る
が
、
倭
国
王
の
遣
使
と
は
異
る
と
い
う
視
点
か
ら

「漢

・
倭
」

の
二
字
を
用
意
、
倭
国

へ
の
配
慮
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
漢

倭
奴
国
王
」
印
の
存
在
は
、
倭
国
王
下
に
統
属
し
て
い
る
百
余
国
に
そ
れ
ぞ
れ
国
王
が
存
在
す
る
こ
と
を
暗
示
す
る
が
、
そ
の
実
、

『
後

漢
書
』
で
は

「使
騨
通
於
漢
者
三
十
計
國
。
國
皆
構
王
、
世
々
傳
統
」
と
記
し

『晴
書
』
で
は

「魏
時
澤
通
中
國
三
十
飴
國
、
皆
自
構
王
」

と
あ
り
、
漢
、
魏
王
朝
に
朝
貢
奉
賀
す
る
諸
国

「
国
王
」
の
存
在
が
判
然
と
す
る
。

一
方

『
魏
志
』
で
は

「
到
伊
都

國
…
世
有
王
、
皆
統

属

女
王
國
」
と
記
さ
れ
、『
魏
略
』
で
は

「
到
伊
都
國
…
其
國
王
皆
属
女
王
也
」
と
記
さ
れ
る
。

二
つ
の
記
事
を
対
比
す
る
と
世

々
統
を
伝

え

て
、
長
く
、
三
十
絵
国
に
そ
れ
ぞ
れ
国
王
が
在
る
他
、
伊
都
国
王
は
女
王
国
に
統
属
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
倭
国
内
の
諸
国
王
の
権
限
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
記
事
を
見
な
い
。
た
だ
注
目
し
た
い
事
実
は
、
こ
う
し
た
諸
国
の
行
政

13



14

機
構

で
あ
る
。

『魏
志
』
は
、

「封
馬
國
、
其
大
官
日
卑
狗
、
副
卑
奴
母
離
。

一
大
國
、
官
亦
日
卑
狗
、
副
日
卑
奴

母
離
。
至
末
盧
國
、

到
伊
都
國
、
官
日
爾
支
、
副
日
泄
護
触
、
柄
渠
触
」
、

「奴
國
、
官
日
児
馬
触
、
副
日
卑
奴
母
離
。
至
不
彌
國
、
官

日
多
模
、
副
日
卑
奴

母
離
」
と
書
き
、
女
王
国
内
の
諸
国

「
南
至
投
馬
國
、
官
日
彌
彌
、
副
日
彌
彌
那
利
。
南
至
邪
馬
壼
國
、
女
王
之
所
都
、
官
有
伊
支
馬
、

次

日
彌
馬
升
、
次
日
彌
馬
獲
支
、
次
日
奴
化
提
」
と
各
国
の
機
構
を
掲
げ
て
い
る
。
倭
国
宮
都

・
女
王
国
中
枢
邪
馬
壼
国
の
み
が
四
官
制
、

大
率

が
配
置
さ
れ
、
女
王
国
に
統
属
し
、
E
統
を
も
つ
伊
都
国
が
三
官
制
、
の
こ
る
諸
国
は
す
べ
て
二
官
制
で
あ
る

こ
と
が
判
る
。
見
事

な
傾
斜
を
示
す
官
司
制
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
百
余
国
と
さ
れ
る
倭
国
内
の
国
々
が
、

、
・
.
.の

「
大
率
」
を
設
置
す

る
国
々
に
三
官
制
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
大
多
数
が
.
、官
制
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま

、
点
、
注
目
さ
れ
る
の

は
、
九
州
北
部
、
大
率
に
統
い
ら
れ
る
諸
国
が
大
官
名
に
相
違
は
あ

っ
て
も
、
副
官
名
が

「卑
奴
母
離
」
で
ほ
ぼ
統

、
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
奈
良
時
代
の

「防
人
」
と
語
感
の
通
じ
合
う
所
か
ら
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
諸
国
を

「蝦
夷
-

ひ
な
」
と
見
る
目
を
も

っ
た
地
-
倭

国
中
枢
が
、

「
夷
地
」
の
国
々
を
確
実
に
維
持
し
、
対
外
的
な
施
策
を
容
易
に
実
施
し
や
す
い
体
制
を
と
る
た
め
に
設
置
し
た
斉

一
的
な

官
制

で
あ
り
、
そ
の
設
置
に
倭
国
の
諸
政
策
が
斉

一
的
に
浸
透
し
、
適
確
に
国
々
を
把
握
で
き
る
こ
と
を
ね
ら

っ
た
官
制
と
理
解
す
る
こ

と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
官
司

州
卑
奴
母
離
」
の
設
置
は
対
馬
、

一
支
、
奴
、
不
彌
国
に
見
ら
れ
、
大
率
下
に
特
別
に
設
置
さ

れ

て
い
る
こ
と
が
判
る
。
大
率
が
東
北
地
方
の

一
国
に
も
設
置
さ
れ
て
い
る
と
想
定
す
る
な
ら
ば
、
同
様
、
そ
の
地
域
も
こ
う
し
た

「卑

奴

母
離
」
を
副
官
に
設
置
す
る
二
官
制
が
と
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

こ
う
し
た
卑
奴
母
離
を
配
す
る
大
率
統
治
ド

に
あ

っ
て
、
卑
奴
母
離
を
配
置
し
て
い
な
い
国
が
あ
る
。
伊
都
国
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
大
率
」
は
伊
都
国
内
に
そ
の
官
衙
を
営
み
、
大
率

官

僚
は
こ
の
伊
都
国
内
に
集
中
し
て
居
を
設
け
て
い
た
に
相
違
な
い
が
、
伊
都
国
の
み
が
、
卑
奴
母
離
の
官
制
を
欠
き
、
大
官
を
爾
支
、

副
官
を
泄
膜
触
、
柄
渠
触
と
い
う
形
を
と
る
。
こ
の
こ
と
は
統
治
下
の
諸
国
に
対
し
圧
倒
的
な
優
位
性
を
示
す
官

の
編
成
で
あ
り
、

こ
の
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「女王国」 論(一)15

伊
都
国
の
み
が
特
別
に

「世
々
王
有
る
も
、
皆
女
王
国
に
統
属
す
。
」
と
註
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
女
王
国
、
乃
至
は
女
王

(倭
国
王
)
と

特
別
な
紐
帯
で
結
ば
れ
た
国
の
故
に
伊
都
国
が
大
率
配
置
の
国
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
全
国
的
に
二
官
制
が
敷
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
中
で
、
現
在
、
卑
奴
母
離
は
大
率
下
の
国

々
に
見
ら
れ
る
が
、

こ
れ
が
後
世
の
防
人
設
置
の
特
別
な
地
域
で
あ
り
、
同
様
な
想
ひ
が
働
く
時
代
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
倭
国
防
備
、
倭
国
外
交
上
必
要
な
地

域

・
時
期
に
の
み
、
こ
う
し
た

「卑
奴
母
離
」
官
制
が
宇
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
生
ず
る
。
和
平
が
保
た
れ
国
際
関
係
が
円
滑
な
時
代

は

「
卑
奴
母
離
」
官
制
は
設
置
さ
れ
ず

一
官
制
で
あ

っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
卑
奴
母
離
が
こ
う
し
た
臨
時
的
な

特
定
地
域
の
特
別
な
官
制
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
全
国
に
存
在
す
る
小
国
は

「卑
奴
母
離
」
を
要
さ
ず
、

一
官
制
を

基

本
と
し
、
重
要
な
国
に
の
み
ー
た
と
え
ば
投
馬
国
の
彌
彌
、
彌
彌
那
利
の
二
官
制
、
伊
都
国
の
爾
支
、
泄
護
触
、
柄
渠
触
の
一、]官
制
、

邪

馬
萱
国
の
伊
支
馬
、
彌
馬
升
、
彌
馬
獲
支
、
奴
佳
提
と
い
う
四
官
制
-
複
官
制
が
と
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
の
場

合
、
対
馬
、

一
支
国
が
共
に
官
は
卑
狗
、
副
は
卑
奴
母
離
と
共
通
し
、
政
治
外
交
上
、
特
別
な
国
と
し
て
共
に
倭
国
設
畳
の
可
能
性
の
強

い
官
制
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
奴
国
は
兜
馬
触
、
不
彌
国
は
多
模
と
官
名
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
が
あ
り
、
国

々
に
根
ざ
し
た
官
名

が
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
官
名
の
多
様
性
は
国
々
の
独
自
性
が
倭
国
内
で
容
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
倭
国
と
し
て
の
制

肘
は
弱
い
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
倭
国
下
の
諸
国
が
平
常
時
、
二
官
制
を
と
る
か
、

一
官
制
を
と
る
か
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で

は
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
通
常

の
諸
国
は

一
官
制
、
大
率
下
の
諸
国
は

「卑
奴
母
離
」
を
加
え
こ
の
二
官
制
、
特
別
な
紐
帯
で
倭
国
王
に
連

な
る
枢
要
の
国
は
二
官
、
三
官
、
四
官
制
を
と
る
と
考
え
る
こ
と
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

『
魏
志
』
は
、
倭
国
下
の
諸
国
の
戸
数
を
掲
げ
て
い
る
。
対
馬
国
千
饒
戸
、

一
大
国
三
千
許
家
、
伊
都
国
千
鹸
戸

(魏
略
は
戸
萬
饒
)
、

奴
国
二
萬
飴
戸
、
不
彌
国
千
鯨
戸
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
い
ま
戸
数
と
官
制
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
副
官
卑
奴
母
離
の
配
置
さ
れ

15
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て
い
る
封
馬
国
や
不
彌
国
は
戸
数
千
戸
、

一
方
、
奴
国
の
如
く
二
萬
饒
戸
の
戸
数
を
も
ち
乍
ら
も
卑
奴
母
離
が
配
置
さ
れ
、
卑
奴
母
離
の

官
制
を
除
け
ば
共
に

一
官
制
と
な
り
、
官
制
と
戸
数
の
異
常
な
不
均
衡
が
指
摘
さ
れ
る
。
い
ま
、
卑
奴
母
離
の
官
制
を
除
け
ば

↓
官
制
と

な
る
中
で

一
支
国
、
奴
国
が
戸
数

三
千
許
家
、
二
萬
戸
と
極
め
て
大
き
な
戸
数
を
擁
す
る
背
景
に
は
、
卑
奴
母
離
に
統
率
さ
れ
る
多
く
の

「
防
人
」
的
な
戸
数
が
集
中
的
に
拠
点
的
に
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
奴
国
の
こ
萬
絵
戸

は
隣

接
す
る
伊
都
国
と
の
関
係
を
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
大
率
を
配
置
し
三
官
制
を
と
る
伊
都
国
の
戸
数
は

一
萬
齢
戸
、
位
置
や
地
形
、

港
津
、
平
野
面
積
と
い
っ
た
環
境
か
ら
す
れ
ば
、
本
来
、
大
率
は
奴
国
に
配
置
さ
れ
る
べ
き
か
と
想
定
さ
れ
る

一
面
が
あ
る
。
漢
代
、

「
漢
倭
奴
国
王
」
印
を
賜
授
し
た
奴
国
王
の
存
在
も
奴
国
の
勢
威
を
物
語
る

一
面
で
あ
る
。
過
去
、

「人
率
」
が
奴
国
か
ら
伊
都
国

へ
遷

る
と
い
っ
た
事
情
が
あ

っ
た
り
、
或
い
は
繁
栄
す
る
港
津
-
奴
国
を
背
後
か
ら
大
率
が
操
る
と
い
っ
た
形
が
存
在
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

一
方
、
女
王
国
内
に
所
在
す
る
投
馬
国
、
邪
馬
壼
国
は
戸
数
五
萬
鹸
戸
、
七
萬
飴
戸
と
極
め
て
大
き
い
戸
数
で
示
さ
れ
て
い
る
。
二
萬
、

五
萬
、
七
萬
飴
戸
と
い
う
数
字
を
語
呂
の
よ
さ
に
よ
る
数
字

で
あ
る
と
し
て
虚
構
と
み
な
す
所
見
も
あ
る
が
、
例
え
、
三
、
五
、
ヒ
萬
戸

と
書
か
れ

一
層
の
語
呂
の
よ
さ
で
あ

っ
て
も
、
記
さ
れ
た
数
を
現
在
の
感
覚
で
否
定
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
恐
ら
く
奴

・
投
馬
、

邪
馬
萱
国
の
間
に
は
二
、
五
、
七
萬
戸
と
い
う
概
数
比
例
に
見
合
う
実
態
が
あ

っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
女
王
国
内
に
は
数
多
く
の

国

々
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
中
で
大
率
か
ら
倭
国
王
都
邪
馬
壼
国

へ
の
海
路
路
程
中
、
最
も
重
要
な
港
津
と
し
て
人

々
の
意
識
を
強
く
惹

い
て
い
た
の
が
、

「投
馬
国
」

で
あ

っ
た
と
見
て
よ
い
。
女
王
国
の
西
玄
関
、
関
門
海
峡
-
豊
浦
津
か
ら
水
行
二
十

日
の
地
は
、
前
面
に

児
島
を
擁
す
る
児
島
湾
を
具
え
た
岡
山
市
域
が
最
好
適
。
山
陽

・
備
讃
瀬
戸
最
大
の
情
報
発
信
、
受
信
の
根
拠
地
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る

の
で
あ
る
。
児
島
よ
り
海
路

]
○
日
、
そ
の
至
る
所
は
、
河
内
潟
の
最
奥
、
柏
原

・
八
尾
、
東
大
阪
市
域
の
港
津
群
を
経
て
、
大
和
川

を
遡
り
至
る
大
和
の
地
を
宛

て
る
こ
と
が
検
討
し
て
得
ら
れ
る
成
果
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

(文
化
財
史
料
学
専
攻

教
授
)
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